
明日香村空き家等活用バンク仲介補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「明日香村空き家等活用バンク制度要綱（平成２１年４月制定）」（以下「バ

ンク制度要綱」という。）に基づき空き家等の情報を提供した後に、バンク制度要綱第５条に規

定する空き家等登録者（以下「空き家等登録者」という。）がバンク制度要綱第９条に規定する

利用登録者（以下「利用登録者」という。）と売買または貸借の交渉等を円滑に進めるため、宅

地建物取引業者に依頼して仲介業務等を実施した場合に、その経費の全部または一部を補助する

にあたり必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）仲介業務 バンク制度要綱第２条第４号に規定する空き家バンク（以下「空き家バンク」

という。）に登録された空き家等の売買または貸借に関して、空き家等登録者もしくは利用

登録者からの依頼を受けて行う宅地建物取引業法等の関係法令等に基づく代理又は媒介業

務をいう。 

（２）仲介補助金 空き家バンクに基づく空き家等の売買または貸借の際に、宅地建物取引業者

に仲介を依頼して行った場合の仲介業務に係る経費の全部または一部について、交付する補

助金をいう。 

（３）宅地建物取引業者 宅地建物取引業法等の関係法令等に基づく宅地建物取引業免許取得し

ている事業者をいう。 

（補助金交付の申請者） 

第３条 仲介補助金の申請者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）空き家バンクに基づく空き家等登録者または利用登録者であること。 

（２）空き家等の仲介業務を宅地建物取引業者に依頼する者であること。 

（３）村税のほか、国民健康保険料、介護保険料、水道料金及び下水道使用料などの公共料金等

を滞納していない者であること。 

（仲介補助金の額） 

第４条  前条に定める申請者に対する仲介補助金の額は、実際にかかった仲介業務に係る経費のう 

ち、申請者の一方につき１物件あたり貸借においては５万円以内、売買においては１０万円以内

とし、この金額を超える部分は申請者の負担とする。 

（仲介補助金交付の申請） 

第５条 仲介補助金交付の申請は、仲介業務の完了後速やかに明日香村空き家等活用バンク仲介補

助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。 

（１）宅地建物取引に係る代理又は媒介等に係る契約書等の写し 

（２）その他村長が必要と認める書類 

（資格審査及び交付決定通知） 

第６条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し適正であると認めた場合

には、明日香村空き家等活用バンク仲介補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に

通知するものとする。 



（仲介補助金交付の請求） 

第７条 前条の規定による通知を受けた申請者は、空き家等に係る売買はたは貸借の契約締結に至

り、仲介業務が完了した場合は速やかに明日香村空き家等活用バンク仲介補助金交付請求書（様

式第３号）に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。 

（１）仲介業者に支払った仲介経費の領収書の写し 

（２）その他村長が必要と認める書類 

（仲介補助金の確定及び支払い等） 

第８条 村長は、前条に規定する請求があったときは、その内容について適正であると認めた場合

には、速やかに申請者が指定する口座に仲介補助金を振り込むものとする。 

（仲介補助金の交付取消し）  

第９条 村長は、前条の規定により仲介補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当

するときは、仲介補助金の交付を取り消すことができる。  

（１） 虚偽の申請又は不正の行為により、仲介補助金の交付を受けたとき。  

（２） 補助対象者の責に帰する事由により、契約を解除されたとき。  

（３） 交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。  

（４） その他村長が不適当と認めるとき。  

（仲介補助金の返還命令）  

第１０条 村長は、前条の規定に基づき仲介補助金の交付を取り消したときは、申請者に対し、仲

介補助金返還命令書（様式第４号）により、仲介補助金の返還を命じることができる。 

２ 仲介補助金の交付を受けた申請者は、前項の規定により返還を命じられたときは、直ちに仲介

補助金を返還しなければならない。  

（報告及び調査）  

第１１条 村長は、仲介補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求

め又は調査することができる。  

（委任）  

第１２条 この要綱の施行について必要な事項は、村長が定める。  

附 則 

この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 


